
官房秘書課 官房秘書課政策所管部局 評価実施主体

広報活動の推進施策等の名称

基本法制に関する国民の理解を増進さ ○結果指標目 標 基本目標 指 標

せ，法を尊重する思想の普及を図る。 配布用広報資料配布準

備数，ホームページ改訂

① 広報活動を活発に行う。 件数及び法の日週間にお達成目標

② 魅力あるホームページを作成する。 ける各種啓発行事の実施

③ 「法の日」週間の行事を積極的に実 件数

施する。 ○中間成果指標

配布用広報資料配布

数，中学生等による法務

省見学の受入数，ホーム

ページアクセス件数及び

法の日週間における各種

啓発行事参加人員

・民法や刑法などの法務省が所管する各種法令は，民主主義及び法治国家の基盤である法基本的考え方

秩序を維持・確保し，国民の権利を保全する上で不可欠な基本法制である。

・これら基本法制に関する国民の理解不足は，法を尊重する意識を低下させ，国民同士の

権利侵害事案の多発（治安悪化）等の社会秩序の動揺を招く大きな要因の一つとなること

は明らかである。

・また，近年における社会・経済情勢の変化や国民の意識の多様化などに伴い，基本法制

の果たす役割は一層重要になるとともに，その時代に適合した見直しが随時進められてい

るところであり，基本法制に関する国民の理解増進に係る必要性は，近年著しく増大して

いる。

・法務省は，治安悪化を懸念する国民世論の高まりにかんがみ，さらには必要な検討や見

直しが進む基本法制について，その理解不足を原因とした混乱の発生を未然に防止するた

め，国民に対し，現行基本法制に関する情報を多方向から随時提供することにより，その

理解を増進させる施策を講じる必要がある。

・しかしながら，国民が基本法制に関する理解を増進するための機会自体が，現状におい

ては十分に用意されているとは言い難い状況にあることから，まずは，国民が基本法制に

関する理解を増進するための機会の充実化を図る施策こそが重要であると考え，達成目標

を『広報活動を活発に行う 『魅力あるホームページを作成する 』及び『 法の日」週。』， 。 「

間の行事を積極的に実施する 』とした。。

・なお，上記施策の成果が，基本目標の最終成果に直接結びつくとは当然言い難く，ま

た，基本目標の効果測定自体が，最終的には国民世論調査等を必要とする極めて困難なも

のであることから，平成１３年度については 「基本法制に関する理解を増進する機会に，

参加する国民数の増加」を中間目標として設定し，実績評価が可能な指標について評価を

実施することとした。

特になし。目標達成に影



響を及ぼす可

能性がある外

部要因

見直しの有無 １ 目標自体の見直しの有無

なし。

２ 関係する施策等の改善，見直しの有無

なし。

評 価 結 果 １ 測定時期

平成１４年３月３１日

２ 評価方法

達成目標に則した各種施策の実施実績等を効果測定指標とし，昨年度諸実績と比較す

ることで評価を実施した。

なお，各種施策実施に係る平成１３年度と平成１２年度の予算規模に変化はない。

おって，平成１４年度は，①「基本法制に関する理解を増進する機会に参加する国民

数の増加」及び②「基本法制に関する理解を増進する機会に参加した国民が，基本法制

に関する理解を深め，法を尊重する思想を涵養する」の２点を中間目標とし評価を行う

ため，法務省見学者，ホームページアクセス者等に対し，基本法制に関する理解度を測

るアンケート等を実施することについて検討中である。

３ 平成１３年度に講じた施策

（１）広報資料の発行

マスコミや国民から法務行政に係る問い合わせがあった際，広報室において希望に

応じ配布する広報用資料について，平成１２年度の３１１種から４４種増加して平成

１３年度は３５５種を準備し，希望者に対する積極配布に努めた。

（２）法務省見学の実施

修学旅行の企画等を斡旋する旅行会社から職場見学等の受入の可否に係る照会に対

し，積極的に受け入れる旨回答するなどして，法務省見学を積極的に受け入れる姿勢

を対外的に明らかにした。

なお，中学生等による法務省見学への広報室の対応内容は以下のとおりである。

おって，同見学の成果として，中学生等から見学後の感想が広報室あて送付されて

いる。

【法務省見学への対応】

① 法務省の業務に係る概要説明（我が国の基本法制について説明し，理解を増進さ

せる ）。

② 情報公開室の見学及び業務説明

③ 法務史料展示室の見学（法の歴史に関する説明を通じ，法を尊重する意識の涵養

を図る ）。

（３）ホームページの改訂

国民の法務行政への理解向上を図るため，ホームページの内容については随時見直

すこととし，最新情報の速やかな掲載とホームページ閲覧者が法務行政をより身近に

感じるように分かりやすく見やすい画面作りに努めることとし，積極的にホームペー

ジの改訂を実施した（平成１２年度３９８回，平成１３年度８５８回 。）

（４）法の日週間における各種行事実施数

法の日週間とは，法を尊重し，法によって基本的権利を擁護し，法によって社会秩



序を確立する精神を高めることを目的として，法務省と最高裁判所及び日本弁護士連

合会が合同で１０月１日の「法の日」から始まる１週間にわたり，法に係る各種啓発

行事を開催するものである。

なお，平成１３年の法の日週間においては，啓発活動の活発化について全国の検察

庁・法務局を指導し，以下のとおり，各種啓発行事を大幅に増加して実施した。

・無料法律相談所開設件数

（平成１２年度：１，１８４件，平成１３年度：１，３２２件）

【行事実施目的】

国民が基本法制をより身近に感じるよう啓発に努めるとともに法を尊重する意識

の涵養を図る。

・座談会・講演会実施件数（平成１２年度：３５件，平成１３年度：４２件）

【行事実施目的】

同上

４ 評価及び今後の課題

（１）評価（中間目標に係る評価）

【広報活動の活発な実施】

各種施策の中間成果（広報資料配布数及び中学生等による法務省見学受入件数）に

ついて，昨年度実績と比較し，効果測定することとした。

・広報用資料の配布数 平成１２年度比 約３６％増

（平成１２年度：約９，５００部，平成１３年度：約１２，９００部）

・中学生等による法務省見学受入件数 平成１２年度比 約７２％増

（平成１２年度：４９団体，平成１３年度８４団体）

【魅力あるホームページの作成】

ホームページ改定に係る中間成果（ホームページアクセス件数）について，昨年度

実績と比較し，効果測定することとした。

・ホームページアクセス件数 平成１２年度比 約３７％増

（平成１２年度： 件，平成１３年度： 件）１，３００，４０６ １，７７５，００６

【 法の日」週間行事の積極的実施】「

検察庁・法務局各庁における啓発行事の積極的実施に係る中間成果（啓発行事への

参加人員）について，昨年度実績と比較し，効果測定することとした。

・各種啓発行事への一般国民参加人員 平成１２年度比 約２５％増

（平成１２年度：約２１，３００人，平成１３年度：約２６，７００人）

（２）今後の課題

平成１３年度については 「基本法制に関する理解を増進する機会に参加した国民，

数の増加」を中間目標として設定し，各種施策を講じたところ，前年度比で大きくそ

の目標を達成したところであるが，前述のとおり，基本目標達成に当たっては，さら

に上位の中間目標を設定し，効果測定のための新たな施策を講じる必要がある。

また，基本目標達成に関しては各種様々な外部要因が想定されるにも関わらず，平

成１３年度の評価においては，それら要因の分析がほとんど未実施であったため，平

成１４年度評価に向け外部要因の分析作業を鋭意進めることとしたい。

評価結果に基 １ 講じた措置の内容及び時期

今後とも，平成１３年度において実施した施策を継続して推進する。づく措置状況

２ 今後の予定

（１）法務省見学希望者の増加を期する「より魅力的な見学対応」を実現するため，法務



省見学者に対する見学対応の在り方に係る要望等のアンケートの実施について，検討

中である。

（２）魅力ある法務省ホームページの実現を目指す施策として，法務省ホームページ上の

子ども向けサイト「キッズページ」の新規開設を検討中である。

３ その他

特になし。

備 考



官房人事課 官房人事課政策所管部局 評価実施主体

司法試験に関する広報活動の推進施策等の名称

国民が司法試験に ① 司法試験に関する情報を掲載したホームページ目 標 基本目標 指 標

関し，知りたい情 のアクセス件数

報をいつでも迅速 ② 同ホームページにおいて，合格発表日の掲示と

に入手することが 同日に合格発表の情報提供を行っていることか

できる環境を整備 ら，同日の合格発表場所への来場者数の推移

すること。 ③ 国民のニーズの内容を把握し，ホームページが

国民のニーズに応えられているかどうかを判断す

司法試験に関する るため及び本施策の今後の改善点を検討するため達成目標

情報についての法 の材料とするため，同ホームページのＥメール等

務省ホームページ に送られてきた照会，意見等及びその受理件数等

の内容を，国民の

ニーズに十分対応

したものにする。

最近における，自己責任原則に基づく事後チェック型社会への急激な転換に伴い，国民の基本的考え方

権利の擁護，社会秩序の維持等司法の重要性が増しており，司法分野を支える法曹になるた

めの資格試験である司法試験については，司法制度改革審議会意見を踏まえ，法科大学院を

中核とする法曹養成制度の創設とこれに伴う司法試験法の改正等について，司法制度改革推

進本部において，関係法案を提出するなどの大幅な改革が検討されているところであり，同

試験の現状や今後の在り方に対する国民の期待や関心も高い状況にある。

このような中，国民からの問い合わせにおいて，過去の試験問題，正解及び受験案内な

ど，情報量が膨大な情報の提供に対するニーズがある一方で，司法試験管理委員会の庶務事

務を担当する人事課の人的及び予算的資源には制約があることから，比較的コスト効率がよ

いインターネットを利用することにより，より効果的・効率的な情報提供を行う。

平成１３年現在，国民のインターネット利用人口の推計値は約４，０００万人ともいわれ目標達成に影

ており，急速に普及しているものの，テレビ，新聞等と比べると国民への普及度はいまだ低響を及ぼす可

い。能性がある外

部要因

見直しの有無 １ 目標自体の見直しの有無

なし。

２ 関係する施策等の改善，見直しの有無

なし。

評 価 結 果 １ 測定時期

平成１４年６月３０日（平成１３年度の実績評価は，平成１４年度司法試験第二次試験

の実施計画及び出願期間等が平成１３年度内であることから，同試験短答式試験の合格発

表後をもって評価時期とした ）。



２ 評価方法

司法試験に関するホームページの内容が，国民のニーズに十分対応しているかどうかを

直接的に測るためには，国民に対する満足度の調査を実施し，その結果が反映されるよう

な評価方法を設定する必要があるが，評価初年度にあたる本年度においては，そのような

調査を実施することは困難であるため，同試験に関する情報を掲載したホームページのア

クセス件数，ホームページにおいて，合格発表日の掲示と同日に合格発表の情報提供を行

っていることから，同日の合格発表場所への来場者数の推移及びホームページのＥメール

等に送られてきた照会・意見，その受理件数等を調査し，国民のニーズの内容を把握し，

ホームページが国民のニーズに応えられているかどうかを判断することに加え，本施策の

今後の改善点を検討するための材料とし，目標及び実施状況の評価を行う。

３ 平成１３年度に講じた施策

評価期間内のホームページの概要

（１）新規に掲載したもの

① 司法試験第一次試験合否判定方法・基準及び試験科目別配点

② 司法試験第二次試験成績の本人通知の拡充及び合否判定等に関する情報の公表につ

いて

③ 平成１２年度司法試験第二次試験論文式試験における過誤について

④ 第二次試験短答式試験問題

⑤ 第二次試験論文式試験問題

⑥ 平成１４年度司法試験第一次試験一般教育科目試験（短答式）模範解答例等

⑦ 平成１３年度司法試験第二次試験短答式試験正解等

⑧ 平成１３年度の「司法試験用法文」に登載する法令名について

⑨ 平成１３年度司法試験第二次試験口述試験に関するお知らせ

⑩ 平成１４年度司法試験第一次試験の結果

⑪ 平成１３年度司法試験第二次試験結果について

⑫ 平成１３年度司法試験第二次試験の結果［速報］

⑬ 平成１３年度司法試験第二次試験論文式試験の結果

⑭ 平成１３年度司法試験第二次試験短答式試験の結果

⑮ 平成１３年度司法試験第二次試験の出願状況等について

⑯ 平成１３年度司法試験第一次試験の結果

（２）改訂したもの

① 司法試験受験案内

（３）前年度から引き続いて掲載しているもの

① 司法試験受験案内

② 司法試験Ｑ＆Ａ

・ 司法試験とは？

・ 司法試験に合格すれば裁判官，検察官，弁護士になれるのですか？

・ 第一次試験はどのような試験ですか？

・ 第一次試験が免除になるのは？

・ 第一次試験の受験手続は？

・ 第一次試験に合格すると？

・ 第二次試験はどのような試験ですか？

・ 第二次試験の受験手続は？

・ 出願後に住所等が変更になった場合の手続は？

・ 短答式試験はどんな試験？



・ 短答式試験で注意することは？

・ 論文式試験はどんな試験？

・ 論文式試験で注意することは？

・ 口述試験はどんな試験？

・ 口述試験で注意することは？

③ 平成１２年度司法試験第二次試験結果

④ 平成１２年度司法試験第二次試験の結果［速報］

⑤ 平成１２年度司法試験第二次試験論文式試験の結果

⑥ 平成１２年度司法試験第二次試験短答式試験の結果

⑦ 平成１１年度司法試験第二次試験結果

４ 指標に対する調査結果

（１）司法試験に関する情報を掲載したホームページのアクセス件数

司法試験関係の情報が掲載されている「資格試験・採用試験ページ」の平成１３年度

アクセス件数は，４４６，７２１件であり，同年の法務省ホームページの総アクセス件

数，１，７７５，００６件の約２５．２％であった。

なお，平成１２年度のアクセス件数については 「資格試験・採用試験ページ」につ，

いてアクセスカウンターを設けていないため，調査不能であった。

（２）司法試験第二次試験短答式試験の合格発表日の合格掲示場所への来場者数の推移

東京都における合格掲示場所の旧法務省祝田橋庁舎掲示板への来場者数

合 格 発 表 日 時 試験発表日の合格掲

年 度

掲 示 インターネット 示場所への来場者数

平成１２年６月１日（木）

平成１２年度 約３，７００人

１６時００分 １６時００分

平成１３年６月１日（金）

平成１３年度 約３，０００人

１６時００分 １６時３０分

平成１４年６月５日（水）

平成１４年度 約１，９００人

１６時００分 １６時３０分



（３）対象年度内に司法試験に関し寄せられたＥメールの内容等

下表は，年度内に寄せられた全６１件のＥメールの内容を要約し，列挙したものであ

る。

その内容について類型化すると，照会４１件，要望１６件，意見４件であり，照会の

うち，２６件は，ホームページにより情報提供がなされている事項に該当するものなの

で，同ホームページの掲載場所を紹介することにより対応したが，その後，同一人から

同内容の追加照会はなされなかった。

月 日 Ｅ メ ー ル の 内 容

３ ３０ 第二次試験短答式試験問題の掲載予定について（照会）

４ ５ 過去問題の一部掲載許可について（照会）

４ ８ 第一次試験免除の可否について（照会）

４ １５ 海外在住者の受験の可否について（照会）

４ １６ 前科前歴を有する者が受験した場合の合否の影響について（照会）

４ ２５ 第一次試験免除の可否について（照会）

５ ３ 第二次試験短答式試験問題及び配点等の公表について（照会）

５ １３ 第一次試験の免除要件について（照会）

５ １３ 試験中の耳栓使用を禁止した理由について（照会）

５ １３ 試験会場での不正行為の発見等について（耳栓使用者）

５ １４ 試験中における監督官の私語の自粛について（要望）

５ １４ 試験問題公開の方法について（要望）

５ １５ 論文試験用答案用紙の公開について（要望）

５ １５ 試験中における監督官の私語の自粛について（要望）

５ １７ 第一次試験の実施予定について（照会）

５ ２３ 第一次試験免除の可否について（照会）

５ ２７ 現行の司法試験制度（合格枠制）について（要望）

５ ２７ 第二次試験短答式試験解答及び配点等の公表について（照会）

５ ２８ 現行の司法試験制度（合格枠制）について（要望）

５ ２９ 第一次試験免除の可否について（照会）

５ ３０ 第一次試験免除の可否について（照会）

６ ４ 第二次試験短答式試験の正解の訂正と合格者の追加について（要望）

６ ４ 第二次試験短答式試験の不合格理由の開示について（要望）

６ ５ 第一次試験免除の可否について（照会）

６ ６ 平成１２年以前の第二次試験短答式試験解答の公表について（要望）

６ ６ 第二次試験短答式試験の不合格答案の再確認について（要望）



６ ９ 現行の司法試験制度（合格枠制）について（照会）

６ １１ 第二次試験短答式試験の試験室の配席及び環境について（要望）

７ ３ 第二次試験短答式試験の試験室の環境について（要望）

７ ２５ 第二次試験論文式試験用法文の購入について（照会）

８ １８ 第一次試験免除の可否について（照会）

９ ２７ 第一次試験免除の可否について（照会）

９ ２７ 第一次試験の実施予定について（照会）

１０ ３ 法令の改正と出題の関係について（照会）

１０ ２４ 第一次試験の実施予定について（照会）

１０ ２７ 合格枠制の適用について（照会）

１１ ２ 第一次試験免除の可否について（照会）

１１ ６ 昭和５５年以降の試験結果について（照会）

１１ ９ 今後の試験制度について（照会）

１１ １０ 第一次試験免除の可否について（照会）

１１ １２ 平成１２年度第二次試験論文式試験における過誤について（照会）

１１ １５ 第一次試験の実施予定について（照会）

１１ ２０ 平成８年以降の試験結果等について（照会）

１１ ２５ 第一次試験免除の可否について（照会）

１１ ２８ 友人の試験の合否について（照会）

１１ ３０ 平成１４年度司法試験の日程等について（照会）

１２ １ 第一次試験免除の可否について（照会）

１２ ３ 試験室の環境について（要望）

１２ ４ 論文式試験法文に登載される法令の一部削除について（意見）

１２ ６ 障害者が受験する場合の取扱いについて（照会）

１２ １３ 過去に前科前歴等不良行為を有する者が受験した場合の合否の影響に

ついて（照会）

１２ ２０ 法律が改正された場合の試験問題に及ぶ影響について（照会）

１ ５ 過去の試験結果の公表について（要望）

１ ６ 第一次試験免除の可否及び法科大学院の受験資格について（照会）

１ ２５ 過去の論文式試験結果の公表について（要望）

１ ３０ 現在の司法試験制度について（意見）

２ ５ 障害者が受験する場合の取扱いについて（照会）

２ ９ 第一次試験免除要件について（照会）

２ ２２ 第一次試験の廃止について（要望）

３ １４ 出願後，住所を変更した際の取扱いについて（照会）

３ ２２ 出願時の試験担当職員の対応について（意見）





ころには年間３，０００人程度とすることを目指すこととしており，国民の司法制度改

革審議会における改革論議を通じた司法への関心の高まり，法科大学院を中核とする法

曹養成制度改革，とりわけ今後の司法試験合格者の増員への期待が，大きな背景になっ

ていると考えられる。

このような情勢のほかにも，近年団塊ジュニアが受験世代を迎えていること，法律選

択科目の廃止などの司法試験制度改革により受験者の負担の軽減が進められているこ

と，及び景気の低迷により就職状況が厳しいことから，独立開業できる資格試験等を受

験する者が増えていると思われることなども，司法試験出願者の増加の要因として考え

られる。

（２）施策・事業の実施に伴う効果

国民の司法試験に対する関心及び出願者数については，前記(１)のような各般の事情

が複雑に絡み合っていると考えられるが，平成１４年度の出願者数は，前年度に比し近

年にない大きな伸びを示しており，司法試験に対する国民の関心はますます高まってい

る状況がうかがえ，平成１３年度の司法試験関係の情報が掲載されている「資格試験・

採用試験ページ」のアクセス件数においても，４４６，７２１件で，法務省ホームペー

ジの総アクセス件数の約４分の１を占めた（前記４(１)参照 。）

一方，前記４(２)表のとおり，ホームページで合格発表の情報提供を行ったことによ

り，合格発表日に合格掲示場所へ足を運ぶ受験者等は年々減少しており，平成１４年度

においては，２年前の約半数にまで減少した。他方，試験合格発表時にホームページに

多数のアクセスが集中したため，アクセスが不能となり，一時的に情報提供が滞る事態

が発生した。このことから，合格発表情報を入手する方法として合格掲示場所への来訪

に加えてホームページを閲覧するという選択肢を設けたことにより，前者よりも後者を

選択する者が増加したと考えることができ，ホームページによる情報提供が，合格掲示

場所への来訪よりも，利用者の利便性に適っていることの結果であると考えられる。

また，前記４(３)記載のとおり，年度内に司法試験に関し寄せられたＥメールは，全

６１件で，その内訳は，照会４１件，要望１６件，意見４件であり，照会の３分の２に

ついては，ホームページの掲載場所を紹介回答することにより対応可能な内容であり，

その後，同一人から同内容の追加照会もなかったことから，国民のニーズにも適合しつ

つあると思われる。

その他，インターネットによる情報提供の副次的な効果として，電話による照会者等

に対し，ホームページを紹介することにより，次の事項についても達成が可能となっ

た。

① 電話対応では困難な膨大な情報の提供（過去の試験問題，解答の提供及び受験案内

の交付については，照会者負担による郵送又は手交の方法により小冊子の交付のみで

あったが，同案内を掲載することにより，照会者の負担を軽減 。）

② 夜間・休日等司法試験事務担当職員の勤務時間に拘束されない司法試験に関する情

報の提供。

③ 口頭による情報提供に伴う電話応対による齟齬の解消。

④ 電話応対内容の簡略化。

（３）改善を要する事項

今後，法務省としての課題及び改善を要する事項は，同ホームページの音声対応措置

等，障害者に対するバリアフリー化のための改善が必要であるほか，前記のとおり試験

合格発表時等，ホームページに多数のアクセスが集中した場合，アクセス不能となり，

情報提供が滞る事態が発生するため，その回避の方策を検討する必要がある。



評価結果に基 １ 講じた措置の内容及び時期

ホームページのアクセス件数を増加させる方策として，可能な限り多くの文書にＵＲＬづく措置状況

を表示することとし，本年７月２０日及び２１日に実施した第二次試験論文式試験会場に

掲示した試験日程及び試験室表示等の掲示物にＵＲＬを表示した。

２ 今後の予定

（１）ホームページの音声対応措置等，障害者に対するバリアフリー化のための改善方策の

検討。

（２）ホームページに多数のアクセスが集中した場合，アクセス不能となり，情報提供が滞

る事態が発生するため，その回避の方策の検討。

（３）評価指標を数値化して，明確にする観点から，司法試験に関する情報が掲載されてい

るホームページ固有のアクセス件数取得のための整備。

（４）受験票にＵＲＬを表示することについての検討。

３ その他

特になし。

備 考



官房司法法制部 官房司法法制部政策所管部局 評価実施主体

司法制度改革の推進施策等の名称

国民のニーズに応え得る司法制度改革（司法 実施状況目 標 指 標

試験改革を含む ）を実施する。。

２１世紀の我が国社会では，社会の複雑・多様化，国際化等に加え，規制緩和などの改基本的考え方

革により，社会が「事前規制型」から「事後監視型」に移行するなど，社会の様々な変化

に伴い，司法の役割はより一層重要なものになると考えられる。そこで，司法の機能を充

実強化し，国民が身近に利用することができるなど，社会のニーズに的確に応え得る司法

制度を構築することが必要である。

平成１１年７月，内閣に司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について

調査審議する機関として，司法制度改革審議会が設置されたので，司法制度を所管する部

局として同審議会における調査審議に対し最大限の協力を行う。

平成１３年６月に司法制度改革審議会意見が出され，同年１１月に成立した司法制度改目標達成に影

革推進法に基づき，同年１２月，司法制度の改革と基盤の整備を総合的かつ集中的に推進響を及ぼす可

するため，内閣に司法制度改革推進本部が設置された。能性がある外

部要因

見直しの有無 １ 目標自体の見直しの有無

なし。

２ 関係する施策等の改善，見直しの有無

なし。

評 価 結 果 １ 測定時期

平成１４年３月３１日

２ 評価方法

内閣に設置された司法制度改革審議会において調査審議等が行われることとされてい

るため，あらかじめ数字目標・指数を設定することにはなじまない。

３ 平成１３年度に講じた施策

司法制度改革審議会の求めに応じ，資料の提出，意見の開陳，説明その他必要な協力

を行った。

４ 評価

平成１３年６月に司法制度改革審議会意見が出され，同年１１月に成立した司法制度

改革推進法に基づき，同年１２月，司法制度の改革と基盤の整備を総合的かつ集中的に

推進するため，内閣に司法制度改革推進本部が設置された。今後は，司法制度改革推進

本部を中心として，３年以内を目途に具体的な法令案の立案等が進められていくことと

されている。

評価結果に基 １ 講じた措置の内容及び時期

平成１３年１２月，司法制度の改革と基盤の整備を総合的かつ集中的に推進するたづく措置状況



め，内閣に司法制度改革推進本部が設置された。

２ 今後の予定

今後は，司法制度改革推進本部を中心として，３年以内を目途に具体的な法令案の立

案作業等が進められていくこととされているので，司法制度を所管する部局として同本

部における検討に対し最大限の協力を行う。

３ その他

特になし。

備 考


